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令和元年度に講じようとする施策

概説

１	 施策の重点
　我が国の水産業は、国民に対して水産物
を安定的に供給するとともに、漁村地域の
経済活動や国土強靭化の基礎をなし、その
維持発展に寄与するという極めて重要な役
割を担っています。しかし、水産資源の減
少によって漁業生産量は長期的な減少傾向
にあり、漁業者数も減少しているという厳
しい課題を抱えています。
　こうした水産業をめぐる状況の変化に対
応して、水産資源の適切な管理と水産業の
成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上
と年齢バランスのとれた漁業就労構造の確
立を目指し、「水産基本計画」（平成29

（2017）年４月28日閣議決定）及び「農林
水産業・地域の活力創造プラン」（平成30

（2018）年６月１日改訂。農林水産業・地
域の活力創造本部決定）に盛り込んだ「水
産政策の改革について」に基づく取組を行
います。その一環として、平成30（2018）
年12月に成立した「漁業法等の一部を改正
する等の法律」（平成30（2018）年法律第
95号）について、引き続き、漁業者、都道
府県等の関係者に丁寧な説明を行い、関係
者の意見を聴きながら施行に向けた準備を
行います。
　また、新たな資源管理措置の下で、適切
な資源管理等に取り組む漁業者の経営安定
を図るためのセーフティーネットとして、
漁業収入安定対策の機能強化を図るととも
に、法制化の検討を進めます。さらに、資
源管理の徹底とIUU（違法・無報告・無規
制）漁業の撲滅を図り、輸出を促進する等

の観点から漁獲証明に係る法制度について
も検討を行います。
　さらに、ICTを活用した適切な資源評
価・管理、生産活動の省力化、漁獲物の高
付加価値化等を図るため、スマート水産業
の社会実装に向けた取組を進めます。

２	 財政措置
　東日本大震災からの復興を含め、水産施
策を実施するために必要な関係予算の確保
とその効率的な執行を図ることとし、令和
元（2019）年度水産関係当初予算として、
2,167億円（一般会計、前年度1,772億円）
及び707億円（東日本大震災復興特別会計、
前年度576億円）を計上しています。

３	 税制上の措置
　法人税、法人住民税及び法人事業税につ
いては、漁業協同組合（以下「漁協」とい
う。）の合併に係る課税の特例措置の適用
期限を３年延長するとともに、中小企業者
等が機械等を取得した場合の特別償却及び
税額控除の適用期限を２年延長することと
し、不動産取得税については、漁協等が一
定の貸付けを受けて共同利用施設を取得し
た場合の課税標準の特例措置の適用期限を
２年延長するなど所要の税制上の措置を講
じます。

４	 金融上の措置
　水産施策の総合的な推進を図るため、地
域の水産業を支える役割を果たす漁協系統
金融機関及び株式会社日本政策金融公庫に
よる制度資金等について、所要の金融上の
措置を講じます。
　また、都道府県による沿岸漁業改善資金
の貸付けを促進し、省エネルギー性能に優
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れた漁業用機器の導入等を支援します。

５	 政策評価
　効果的かつ効率的な行政の推進及び行政
の説明責任の徹底を図る観点から、「行政
機関が行う政策の評価に関する法律」（平
成13（2001）年法律第86号）に基づき、農
林水産省政策評価基本計画（５年間計画）
及び毎年度定める農林水産省政策評価実施
計画により、事前評価（政策を決定する前
に行う政策評価）及び事後評価（政策を決
定した後に行う政策評価）を推進します。

Ⅰ	 漁業の成長産業化に向けた
	 水産資源管理

１	 国内の資源管理の高度化と
	 国際的な資源管理の推進
（１）	国内の資源管理の高度化
　我が国の漁業生産量の減少が続いている
ことを踏まえ、アジ、サバなどで実施して
いるTAC（漁獲可能量）制度の適切な運
用を図るとともに、「漁業法等の一部を改
正する等の法律」の施行に向けて、資源を
現在の環境下において持続的に採捕可能な
最大の漁獲量を達成できる水準に維持又は
回復させることを目標にするとともに、そ
の目標を実現していくため、TACを基本
とする新たな資源管理システムの構築に向
けた検討を進めます。また、新たな資源管
理措置への移行に伴って、必要となる場合
の減船・休漁等を支援します。

（２）	資源管理指針・資源管理計画体制の推進
　資源状況等に即した適切な資源管理をよ
り一層推進するため、漁業者、試験研究機
関及び行政が一体となって取り組む資源管
理指針・資源管理計画を実施する体制の整
備等を支援します。
　また、この体制の下、資源状況等に応じ、

科学的知見に基づいた資源管理措置の検討
や、資源管理計画の評価・検証による資源
管理指針の見直しや資源管理計画の高度化
の推進等を支援します。
　さらに、資源管理計画を確実に実施する
場合に、漁業収入安定対策によって、漁業
者の収入の安定等を図ります。また、大宗

（我が国漁業者のおおむね９割に相当）の
漁業者が資源管理計画に基づく資源管理に
参加するよう促します。
　加えて、資源管理計画等の対象魚種につ
いて、水産関係公共事業を重点的に実施す
るほか、資源管理計画等に基づく漁獲努力
量削減の取組等を支援します。

（３）	数量管理等による資源管理の充実
　新たな資源管理システムの導入及びこれ
に基づく各種施策に見合った漁獲を達成す
るため、漁業許可等による漁獲努力量規制、
禁漁期及び禁漁区等の設定を行うほか、都
道府県、海区漁業調整委員会及び内水面漁
場管理委員会が実施する沿岸・内水面漁業
の調整について助言・支援を行います。
　また、TAC対象魚種の資源動向を踏ま
え、漁業経営その他の事情に配慮しつつ、
中期的な管理方針に基づいて、TACの設
定・配分を行うとともに、その円滑な実施
を図り、計画的・効率的なTAC管理を通
じて資源管理を推進します。
　TAC対象魚種の拡大については、漁獲
対象魚種が多く定置網をはじめ魚種選択性
の低い漁法が多い我が国漁業の操業実態、
資源の状態やそれを取り巻く情勢、科学的
知見の蓄積状況等を踏まえつつ、国民生活
上又は漁業上重要な広域資源等に関して、
関係者の意見を聴きながら、検討を進めま
す。
　IQ（漁獲割当て）方式については、①
責任が明確化されることにより、より確実
な数量管理が可能となるとともに、②割り
当てられた漁獲量を漁業者の裁量で計画的
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に消化することで効率的な操業と経営の安
定が促されるといったメリットがありま
す。このため、準備が整った漁業・海域か
らIQの導入を検討します。
　この際、沿岸漁業については多種多様な
資源を来遊に応じて漁獲し、船舶の数も多
いという特性があるため、漁獲量の把握が
難しいという問題を解消しつつ、導入の可
能性を検討します。
　なお、数量管理の充実に当たっては、水
揚地において漁獲量を的確に把握する体制
整備を検討します。
　また、我が国周辺の漁場においては、異
なる漁業種類の多数の漁船が輻

ふく

輳
そう

しながら
操業している実態にあり、資源管理や漁業
調整上の必要性から漁船のトン数制限等の
様々な規制が存在し、これが効率的な操業
の実現を妨げている側面があります。この
ため、沖合漁業については、既存の漁業秩
序への影響も勘案しつつ、IQの導入やそ
の他の方法による資源管理措置を確保した
上で、漁船の規模にかかる規制の在り方等
について引き続き検討を行います。

（４）	適切な資源管理措置の基礎となる資源
評価の精度向上と理解の醸成

ア	 資源評価の対象種の拡大と精度向上
　既に資源評価を実施している沖合の主要
魚種に関しては、数量管理の拡充を念頭に、
評価精度向上を図るため、これまでの調査
船調査や漁獲物調査を確実に継続すること
に加え、我が国排他的経済水域近辺で操業
する外国漁船の動向把握等や新たな観測機
器等を用いた調査により情報収集体制の構
築に向けた取組を引き続き実施します。
　また、沿岸魚種に関しては、資源評価の
対象となっていない有用資源全体をカバー
していくため、関係都道府県との連携を強
化しつつ、資源評価を行うために必要な操
業・海洋観測データ等を収集できる体制を
強化します。

　これらの実施には、大量の漁獲・調査情
報の迅速かつ効率的な収集・蓄積が必要で
あり、これらの情報を活用して資源評価の
高度化を図ることを可能とする「資源・漁
獲情報ネットワーク体制」の構築に向けた
取組を引き続き実施します。
　加えて、これらの活動を含め、生産から
流通にわたる多様な場面で得られたデータ
の集積・共有を、法人や個人情報の取扱に
配慮しつつ可能とし、データのフル活用に
よる効率的・先進的な「スマート水産業」
の実現に資する仕組みの検討を行います。

イ	 資源評価に対する理解の醸成
　国民の資源評価・管理への関心の高まり
を踏まえ、資源評価を実施している国立研
究開発法人水産研究・教育機構等関係機関
による資源評価の独立性の確保に努めると
ともに、資源評価会議を公開で開催する等
により、その評価手法や結果の透明性の確
保に努めます。
　また、漁業関係者のみならず消費者も含
めた国民全般が資源状況と資源評価・管理
の方向性について共通の認識を持てるよ
う、行政及び研究機関が協力して説明を行
うとともに、これらの情報を水産庁webサ
イト等に理解しやすい形で積極的に公表し
ます。

（５）	資源管理のルールの遵守を担保する仕
組みの推進

　重要な輸出品目であるナマコ等を含む沿
岸域の密漁については、悪質・巧妙な事例
や広域での対応が必要となる事例もあるこ
とから、都道府県、警察、海上保安庁及び
流通関係者を含めた関係機関との緊密な連
携等を図るとともに、密漁品の市場流通や
輸出からの排除に努める等、地域の特性に
応じた効果的な対策を引き続き実施しま
す。
　また、財産上の不正な利益を得る目的に
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よる採捕が漁業の生産活動等に深刻な影響
をもたらすおそれが大きい水産動植物（以
下「特定水産動植物」という。）の採捕を
原則として禁止し、違反した者に対する罰
則を強化したところであり、今後、ナマコ
等について特定水産動植物の指定に向けた
検討を進めます。
　さらに、資源管理について、資源状況に
関する科学的な知見を基礎としつつ、漁場
特性、魚種、漁業種類及び地理的条件等を
総合的に勘案しながら、沿岸漁業者と沖合
漁業者との間をはじめとする漁業者間の協
議や相互理解を促進します。

（６）	海域や魚種ごとの国際的な資源管理の
推進

ア	 公海域等における資源管理の推進
①	　太平洋クロマグロ、カツオ、マサバ及

びサンマをはじめとする資源の管理の推
進について、魚種ごとに最適な管理がな
されるよう、各地域漁業管理機関におい
て、議論を主導するとともに、IUU漁業
対策を強化するため、関係国等との連
携・協力、資源調査の拡充・強化による
適切な資源評価などを推進します。

②	　太平洋クロマグロについては、引き続
き、都道府県及び関係団体と協力して
WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員
会）の平成26（2014）年の第11回年次会
合において採択された30kg未満の小型
魚に係る漁獲量の削減措置及び30kg以
上の大型魚に係る漁獲量の抑制措置を遵
守するよう取り組みます。

③	　ウナギについては、引き続き、中国、
韓国及び台湾と共に養殖用種苗の池入れ
数量制限に取り組むとともに、法的拘束
力のある国際的な枠組みの作成を目指し
ます。

イ	 太平洋島しょ国水域での漁場確保
　我が国かつお・まぐろ漁船にとって重要

漁場である太平洋島しょ国水域への入漁に
ついて、厳しさが増していることから、安
定的な入漁を確保するため、地域漁業管理
機関を通じた国際資源の持続的な利用確保
を図りつつ、二国間漁業協議等を通じて我
が国漁業の海外漁場の確保を図ります。

ウ	 我が国周辺国等との間の資源管理の
	 推進
　我が国の周辺水域における適切な資源管
理等を推進するため、韓国、中国及びロシ
アとの政府間協定に基づく漁業交渉を行い
ます。
　また、韓国、中国及び台湾との間の民間
協議を支援します。これらの取組とともに、
我が国周辺水域における安定的な操業秩序
を確保するため、違法操業対策の一層の強
化を図ります。
　さらに、国際協力を戦略的・効果的に活
用することにより、二国間漁業協議等を通
じた我が国漁業の海外漁場の確保を図るほ
か、地域漁業管理機関を通じた国際資源の
持続的な利用確保を図ります。

エ	 捕鯨政策の推進
　令和元（2019）年７月から大型鯨類（ひ
げ鯨）を対象とした商業的な捕鯨業が30年
ぶりに再開されることに伴い、IWC（国
際捕鯨委員会）で採択された方式に基づき
捕獲枠を設定するとともに、漁場の探査や
捕獲・解体技術の確立などについて必要な
支援を行います。
　また、非致死的調査の実施や、捕鯨業を
実施する中での科学的データの収集など、
鯨類の資源管理に必要な科学的情報の収集
をさらに推進します。
　IWC科学委員会にオブザーバーとして
参加するなど、国際機関と連携しながら、
科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献
していきます。
　水産資源の持続的な利用という我が国の
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立場を共有する国々との連携を更に強化し
ていきます。
　さらに、各地で行われている食の観点も
含めた鯨に関する文化を打ち出した取組を
支援するとともに、国内外への我が国の鯨
類の持続的な利用に関する考え方について
情報発信を行います。

オ	 海外漁業協力等の推進
　国際的な資源管理の推進及び我が国漁業
者の安定的な入漁を確保するため、我が国
漁業者にとって重要な海外漁場である太平
洋島しょ国を中心に海外漁業協力を効果的
かつ戦略的に実施します。また、入漁国の
制度等を踏まえた多様な方式での入漁、国
際機関を通じた広域的な協力関係の構築等
を推進します。

（７）	漁場環境の保全及び生態系の維持
ア	 藻場・干潟等の保全・創造
　水産生物の生活史に対応した良好な生息
環境を創出することにより生態系全体の生
産力を底上げし、水産資源の回復・増大と
持続可能な利用を図るため、漁場の生物相
の変化等に対応して漁場の管理や整備事業
の在り方を適切に見直していく順応的管理
手法を取り入れた水産環境整備を推進する
とともに、我が国排他的経済水域における
水産資源の増大を図るためのフロンティア
漁場整備事業を実施します。
　また、実効性のある効率的な藻場・干潟
の保全・創造を推進するための基本的考え
方を示した「藻場・干潟ビジョン」に基づ
き、各海域の環境特性を踏まえ、広域的な
観点からハード・ソフトを組み合わせた対
策を推進するとともに、漁業者や地域の住
民等が行う藻場・干潟等の保全活動を支援
します。
　磯焼け等により効用の低下が著しい漁場
においては、海域環境変動に応じた手法に
よる藻場・干潟等の保全・創造と併せて、

ウニ・アイゴ等の食害生物の駆除や海藻類
の移植・増殖に対して支援を行うととも
に、サンゴに関しては、厳しい環境条件下
におけるサンゴ礁の面的保全・回復技術の
開発に取り組みます。
　このほか、生物多様性国家戦略2012-
2020（平成24（2012）年９月28日閣議決定）
及び農林水産省生物多様性戦略（平成24

（2012）年２月２日改定）を踏まえ、藻場・
干潟等を含む漁場環境の保全の推進等によ
り、里海・海洋の保全施策を総合的に推進
します。

イ	 生物多様性に配慮した漁業の推進
　海洋の生態系を維持しつつ、持続的な漁
業を行うため、各地域漁業管理機関におい
て、サメ類の資源状況及び漁獲状況の把握、
完全利用の推進及び保存管理の推進を行い
ます。
　また、海域ごとの実態を踏まえたはえ縄
漁業の海鳥混獲回避措置の評価及び改善を
行うほか、はえ縄漁業等におけるウミガメ
の混獲の実態把握及び回避技術の普及に努
めます。

ウ	 有害生物や赤潮等による漁業被害防止
対策の推進

①	　トド、ヨーロッパザラボヤ及び大型ク
ラゲ等の有害生物による漁業被害は、漁
業経営のみならず地域経済にも影響を及
ぼしていることから、国と地方公共団体
との役割分担を踏まえつつ、トドによる
漁業被害軽減技術の開発・実証、我が国、
中国及び韓国から成る国際的な枠組みの
中で行う大型クラゲのモニタリング調
査、有害生物の出現状況・生態の把握及
び漁業関係者等への情報提供並びに有害
生物の駆除・処理及び改良漁具の導入等
の取組が効果的かつ効率的に推進される
よう支援します。

②	　沿岸漁業・養殖業に被害をもたらす赤
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潮・貧酸素水塊については、海洋微生物
解析による早期発生予測技術、その他の
赤潮の予察・防除技術の開発及び人工衛
星による有害赤潮の種判別を可能とする
技術開発を進めます。また、赤潮・貧酸
素水塊を早期にかつ的確に把握するた
め、自動観測装置をネットワーク化し広
域な海域に対応したシステムの開発を支
援します。

　　赤潮等への対策と並行して、漁業生産
力の低下が懸念される海域における栄養
塩と水産資源の関係の定量的な解明及び
適正な栄養塩管理モデルの構築に必要な
調査を推進します。

　　さらに、冬季のノリの色落ち被害を防
止するために必要な栄養塩を確保する漁
場環境改善等の技術開発を支援します。

エ	 海洋プラスチックごみ問題対策の推進
　漁業・養殖業用プラスチック資材につい
て、環境に配慮した素材への転換の検討等
を行います。また、既存の技術及び新たな
成果を用いた削減方策について、漁業者も
含めた地域での意見交換等を行い、漁業者
への普及に努めます。さらに、浮遊するマ
イクロプラスチックを摂食した魚介類の生
態的情報の調査を行います。

オ	 産卵場の保護や資源回復手段としての
海洋保護区の積極的活用

　海洋保護区は漁業資源の持続的利用に資
する管理措置の一つであり、漁業者の自主
的な管理によって、生物多様性を保存しな
がら、資源を持続的に利用していくような
海域も効果的な保護区となりうるという基
本認識の下、海洋保護区の必要性の浸透を
図りつつ、海洋保護区の適切な設定と管理
の充実を推進します。

カ	 気候変動の影響への適応
　海洋環境調査を活用し、海洋環境の変動

が水産資源に与える影響の把握に努めるこ
とにより、漁場予測や資源管理の基礎とな
る資源評価の精度向上を図るとともに、こ
れらの結果を踏まえ、環境の変化に対応し
た順応的な漁業生産活動を可能とする施策
を推進します。

２	 漁業取締体制の強化
　資源管理の効果を上げるためには、資源
管理のルールの遵守を担保することが必要
であり、我が国周辺海域における外国漁船
の操業が増大・広域化している状況を踏ま
え、漁業取締本部体制の下、取締船の大型
化や増隻を含む取締体制の充実強化、漁業
監督官の増員や実務研修等による能力向上
の強化を図ります。また、限られた取締勢
力を有効活用していくために、VMS（衛
星船位測定送信機）の活用や衛星情報等の
漁業取締りへの積極的活用、さらには、海
上保安庁や都道府県取締機関との連携を通
じた取締りの重点化・効率化を図ります。

３	 適切な資源管理等に取り組む漁
業者の経営安定に資する収入安
定対策の機能強化

　計画的に資源管理等に取り組む漁業者に
対して、漁業共済・積立ぷらすを活用した
漁業収入安定対策事業を実施し、経営安定
を図ります。これに加えて、「漁業法等の
一部を改正する等の法律」附則第33条第１
項に従って、漁業者の収入に著しい変動が
生じた場合における経営への影響緩和策に
ついて、漁業災害補償制度の在り方を含め
て検討を進めます。
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令和元年度に講じようとする施策

Ⅱ	 漁業者の所得向上に資する
	 流通構造の改革

１	 競争力ある流通構造の確立
　世界の水産物需要が高まる中で、我が国
漁業の成長産業化を図るためには、輸出を
視野に入れて、品質面・コスト面等で競争
力ある流通構造を確立する必要があること
から、以下の流通改革を進めます。
①　漁業者の所得向上に資するとともに、

消費者ニーズに応えた水産物の供給を進
めるため、品質・衛生管理の強化、産地
市場の統合・重点化を推進し、これとの
関係で、漁港機能の再編・集約化や水揚
漁港の重点化を進めます。また、消費地
にも産地サイドの流通拠点の確保等を進
めます。

②　資源管理の徹底とIUU漁業の撲滅を図
り、また、輸出を促進する等の観点から、
トレーサビリティの出発点である漁獲証
明に係る法制度の整備を進め、必要度の
高いものから順次対象とするとともに、
ICT等を最大限活用し、トレーサビリテ
ィの取組を推進します。

③　漁業生産コストの引下げを図るため、
国内外における漁業生産資材の供給の状
況に関する調査を行うとともに、最先端
の技術の導入や漁船・漁網等の主要資材
の調達先・調達方法等の見直し等を進め
ます。

２	 加工・流通・消費・輸出に関す
る施策の展開

（１）	加工・流通・消費に関する施策の展開
ア	 多様な消費者ニーズ等に応じた水産物

の供給の取組
　水産加工業者が、水産資源を有効に活用
するため、水産加工・流通を担う事業者向
けの個別指導やセミナー等の開催、新商品
開発や学校給食での水産物の利用、輸出の

促進に必要な加工機器等の導入等を支援し
ます。
　このほか、生産者、水産関係団体、流通
業者及び行政等、官民の関係者が一体とな
って消費拡大に取り組む「魚の国のしあわ
せ」プロジェクトを引き続き推進するとと
もに、地産地消など各地域のニーズに応じ
た水産物の供給のため、地域の学校や観光
分野（郷土料理、漁業体験、漁家民宿など）
等とも連携を図ります。
　また、漁業者・漁業者団体が自ら取り組
む６次産業化や、漁業者が水産加工・流通
業者等と連携して行う農商工連携等の取組
について、引き続き支援します。

イ	 加工・流通・消費の各段階での魚食普
及の推進への取組

①	　一般消費者向けに、国産水産物の魅力
や水産政策の情報発信をするための全国
規模の展示･発表会の開催を支援します。

②	　流通事業者向けに、水産物の知識や取
扱方法等を伝えるため広域的な研修会等
の開催を支援します。

③	　魚食普及に取り組む者や学校給食関係
者等向けに効果的な魚食普及活動や学校
給食に国産水産物の利用を促進するため
のノウハウを提供する等のセミナーの開
催を支援します。

④	　水産物の安全性に関する情報を分かり
やすく紹介したwebサイトの運営や水産
物を含む食品の安全に関する情報のメー
ルマガジンによる配信など、インターネ
ットを活用した情報提供の充実を図りま
す。

⑤	　食品表示に関する規定を一元化した
「食品表示法」（平成25（2013）年法律第
70号）に基づき、関係府省庁の連携を強
化して立入検査等の執行業務を実施する
とともに、産地判別等への科学的な分析
手法の活用等により、効果的・効率的な
監視を実施します。また、平成29（2017）
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年９月に施行された新たな加工食品の原
料原産地表示については、引き続き、消
費者、事業者等への普及啓発を行い、理
解促進を図ります。

⑥	　農林水産省本省や地方農政局等におけ
る「消費者の部屋」において、消費者か
らの農林水産業や食生活に関する相談を
受けるとともに、消費者への情報提供を
通じて、水産行政に対する消費者の理解
を促進します。

ウ	 産地卸売市場を含めた加工・流通構造
の改革

①	　「卸売市場法及び食品流通構造改善促
進法の一部を改正する法律」（平成30

（2018）年法律第62号）による改正が平
成30（2018）年10月に施行された「食品
流通構造改善促進法」（平成３（1991）
年法律第59号）に基づき、食品等の流通
の合理化を図る取組を支援するととも
に、食品等の取引の適正化のため、取引
状況に関する調査を行い、その結果に応
じて関係事業者に対する指導・助言を実
施します。また、令和２（2020）年６月
の「卸売市場法」（昭和46（1971）年法
律第35号）の改正法施行に向け、卸売市
場における取引ルール等の議論を促進し
ます。

②	　水産加工・流通業者等の創意工夫を発
揮した取組を進めるため、新商品開発や
学校給食での水産物の利用、輸出の促進
に必要な加工機器等の導入等を支援しま
す。また、生産者・流通業者・加工業者
等が連携して水産物バリューチェーンの
生産性の向上に取り組む場合には、連携
体制の構築や取組の効果の実証を支援し
ます。

　　さらに、漁業者においても漁獲「量」
から販売「額」へ意識を転換するととも
に、浜全体でマーケットインの発想に基
づく取組を行うこと等を推進することに

より、漁獲物の付加価値向上と所得向上
を図ります。

③	　「水産加工業施設改良資金融通臨時措
置法」（昭和52（1977）年法律第93号）
に基づき、水産加工業者が行う新製品の
開発や新技術の導入に向けた施設の改良
等に必要な資金を融通する措置を講じま
す。

④	　漁業生産の安定・拡大、冷凍・冷蔵施
設の整備、水揚げ集中時の調整保管によ
る供給平準化等を通じ、加工原料の安定
供給を図ります。

⑤	　全国の主要漁港における主要品目の水
揚量、卸売価格、用途別出荷量や、水産
物の在庫量等の動向に関する情報の収
集・発信を行うとともに、水産物流通に
ついて調査・検討を行います。

⑥	　品質・衛生管理の強化、情報通信技術
等の活用、産地市場の統合・重点化、新
たな販路の拡大、トレーサビリティの充
実などを推進します。

　　水産物の流通コストの低減と水産物の
高付加価値化を進めるため、産地市場の
統合に向けた漁港機能の再編整備を推進
します。

エ	 水産エコラベルの推進
　我が国の水産物が持続可能な漁業・養殖
業由来であることを消費者に伝えていく水
産エコラベルについて、トレーサビリティ
確保の観点を含め、国内外への普及に向け
た官民連携の取組を引き続き推進します。

（２）	我が国水産物の輸出促進施策の展開
ア	 国内生産体制の整備の取組
　安定した養殖生産の確保や適切な資源管
理等により国内生産体制の整備を行いま
す。

イ	 海外市場の拡大のための取組
　海外市場の拡大を図るため、早期の成果
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令和元年度に講じようとする施策

が見込める販売促進活動等を支援します。
　農林水産物・食品のブランディングやプ
ロモーション等を行う組織として平成29

（2017）年度に創設された「日本食品海外
プロモーションセンター（JFOODO）」と
連携した取組を行います。

ウ	 輸出先国・地域の規則・ニーズに応じ
た輸出環境の整備に向けた取組

①	　対EU・対米国輸出施設の認定等を促
進するため、研修会の開催や専門家によ
る現地指導への支援、生産海域等のモニ
タリングへの支援を行います。また、水
産庁による水産加工施設等の対EU輸出
施設の認定により、認定施設数の増加を
図ります。水産物の輸出促進に資するト
レーサビリティの普及に向けて、水産物
の水揚げから輸出に至る履歴情報をICT
等の活用により管理する取組の実証を支
援します。

　　輸出拡大が見込まれる大規模な拠点漁
港において、一貫した衛生管理の下、集
出荷に必要な岸壁、荷さばき所、冷凍・
冷蔵施設、製氷施設等の一体的な整備を
推進するとともに、輸出先国・地域の基
準に対応するための水産加工・流通施設
の改修等の支援や、輸出先国・地域の品
質・衛生条件への適合に必要な機器整備
の支援に取り組みます。また、輸出先国・
地域が求める衛生条件等への対応に必要
な調査や輸出先国への承認申請等の取組
を支援します。

②	　輸出先国・地域に対し、検疫や通関等
に際し輸出の阻害要因となっている事項
について必要な改善を要請・折衝するほ
か、EPA（経済連携協定）交渉等の場
において輸出拡大が期待される品目の市
場アクセスの改善を求めていくととも
に、地理的表示（GI）保護制度を導入
している国との間で相互保護に向けた協
力などの取組を進め、日本産農林水産物

等のブランド力の保護を図ることによ
り、我が国の事業者が積極的に輸出に取
り組める環境を整備します。

（３）	水産物貿易交渉への取組
　WTO（世界貿易機関）交渉に当たって
は、水産物のように適切な管理を行わなけ
れば枯渇する有限天然資源についてはその
適切な保存管理を通じた資源の持続的利用
に貢献する貿易のルールを確立すべきであ
り、特に漁業補助金の規律の強化について
は真に過剰漁獲能力又は過剰漁獲につなが
る補助金に限定して禁止すべきであるとい
う基本的考え方に基づき、関係府省庁が十
分に連携し、我が国の主張が最大限反映さ
れるよう努めます。
　EPA及びFTA（自由貿易協定）につい
ては、我が国の主要な貿易相手国・地域を
はじめとする幅広い国々・地域と戦略的か
つ多角的に交渉を進めます。

Ⅲ	 担い手の確保や投資の充実の
ための環境整備

１	 浜の活力再生プランの着実な実
施とそれに伴う人材の育成

（１）	浜の活力再生プラン・浜の活力再生広
域プラン

　水産業や漁村地域の再生を図るため、各
浜が実状に即した形で、漁業収入の向上と
コスト削減を目指す具体的な行動計画であ
る「浜の活力再生プラン」（以下「浜プラン」
という。）及び「浜の活力再生広域プラン」

（以下「広域浜プラン」という。）に基づく
取組を、引き続き推進します。
　また、浜プランの効果・成果検証等見直
しに関する活動に対して支援するととも
に、浜プランに基づく共同利用施設の整備、
水産資源の管理・維持増大、漁港・漁場の
機能高度化や防災・減災対策等といった取
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組を支援します。さらに、広域浜プランに
基づき、中核的漁業者として位置づけられ
た者の競争力強化のためのリース方式によ
る漁船の導入等を支援します。
　加えて、漁業就業者の減少・高齢化とい
った実態も踏まえ、浜の資源を活用し消費
者のニーズに応えていくため、浜の資源の
フル活用に必要な施策について、引き続き
検討を行います。

（２）	国際競争力のある漁業経営体の育成と
これを担う人材の確保

　持続可能な収益性の高い操業体制への転
換を進め、国際競争力を強化していくこと
が重要な課題となっていることから、この
ような取組を実施する者については、効率
的かつ安定的な漁業経営体となるべく育成
し、今後の漁業生産を担っていく主体とし
て重点的に経営施策を支援していきます。
　また、漁業収入安定対策に加入する担い
手が、漁業生産の大宗を担い、多様化する
消費者ニーズに即し、安定的に水産物を供
給しうる漁業構造の達成を目指します。

（３）	新規就業者の育成・確保
　新規漁業就業者を育成・確保し、年齢構
成のバランスのとれた就業構造を確立する
ため、道府県等の漁業学校等で漁業への就
業に必要な知識の習得を行う若者に対して
資金を交付するとともに、全国各地の漁業
の就業情報を提供し、希望者が漁業に就業
するための基礎知識を学ぶことができる就
業準備講習会や、希望者と漁業の担い手を
求める漁協・漁業者とのマッチングを図る
ための就業相談会を開催します。
　また、漁業就業希望者に対して、漁業現
場における最長３年間の長期研修の実施を
支援するとともに、収益力向上のための経
営管理の知識の習得等を支援します。
　さらに、全国の地方運輸局において、若
年労働力の確保のため、新規学卒者に対す

る求人・求職開拓を積極的に行うほか、船
員求人情報ネットワークの活用や海技者セ
ミナーの開催により、雇用機会の拡大と雇
用のミスマッチの解消を図ります。

（４）	漁業収入安定対策の推進
　計画的に資源管理に取り組む漁業者や漁
場環境の改善に取り組む養殖業者の経営の
安定を図るため、自然条件等による不漁時
等の収入を補てんする漁業収入安定対策及
び燃油や配合飼料の価格高騰に対応するセ
ーフティーネット対策を引き続き実施しま
す。

（５）	海技士等の人材の育成・確保
　漁船漁業の乗組員不足に対応するため、
水産高校等関係機関と連携して、計画的・
安定的な人員採用を行う等、継続的な乗組
員の確保に努めます。
　特に漁船員の高齢化及び減少に伴い、海
技免状保持者の不足が深刻化していること
を踏まえ、関係府省庁が連携し、６か月間
の乗船実習を含むコースを履修すること
で、卒業時に海技試験の受験資格を取得し、
口述試験を経て海技資格を取得できる新た
な仕組みについて、令和元（2019）年度に
６か月間の乗船実習を含むコースを開始し
運営する取組を支援します。

（６）	水産教育の充実
　国立研究開発法人水産研究・教育機構水
産大学校において、水産業を担う人材の育
成のための水産に関する学理・技術の教
授・研究を推進します。
　大学における水産学に関する教育研究環
境の充実を推進する一方、水産高校等につ
いては、地域の水産業界との連携を通じて、
将来の地域の水産業を担う専門的職業人の
育成を推進します。
　沿岸漁業や養殖業の操業の現場において
は、水産業普及指導員を通じた沿岸漁業の



11

令和元年度に講じようとする施策

意欲ある担い手に対する経営指導等によ
り、漁業技術及び経営管理能力の向上を図
るための自発的な取組を促進します。

（７）	外国人技能実習制度の運用
　事業所管省庁並びに監理団体・実習実施
者及び技能実習生の関係者により構成され
る漁業技能実習事業協議会を適切に運営す
る等により、開発途上地域等への技能等の
移転による国際協力の推進を目的として実
施されている漁業・養殖業・水産加工業に
おける技能実習の適正化に努めます。

（８）	外国人材の受入れ
　漁業、養殖業及び水産加工業の存続発展
を図るために、人手不足の状況変化を把握
しつつ、一定の専門性・技能を有し即戦力
となる外国人（１号特定技能外国人）の適
正な受入れを進めるとともに、漁業・水産
加工製造活動やコミュニティ活動の核とな
っている漁協・水産加工業協同組合等が、
外国人材を地域社会に円滑に受け入れ、共
生を図るために行う環境整備を支援しま
す。

（９）	魚類・貝類養殖業等への企業等の参入
　企業等の浜との連携、参入を円滑にする
ための取組として、企業等との連携の要望
の把握、浜との連携を希望する企業等に関
する情報の収集や浜と企業等のマッチング
支援等を行うとともに、浜の活性化の観点
から必要な施策を引き続き検討します。

（10）	 水産業における女性の参画の促進
　第４次男女共同参画基本計画（平成27

（2015）年12月25日閣議決定）に基づき、
漁協系統組織における女性役員の登用につ
いての自主的な目標設定及びその達成に向
けた普及啓発等の取組を推進します。
　また、漁村地域における女性の活躍を促
進するため、漁村の女性等が中心となって

取り組む特産品の加工開発、直売所や食堂
の経営等をはじめとした意欲的な実践活動
を支援するとともに、実践活動に必要な知
識・技術等を習得するための研修会や優良
事例の成果報告会の開催等を支援します。
　さらに、漁業・水産業の現場で活躍する
女性の知恵と民間企業の技術、ノウハウ、
アイデア等を結び付け、新たな商品やサー
ビス開発等を行う「海の宝！水産女子の元
気プロジェクト」の活動を推進します。

２	 持続的な漁業・養殖業のための
環境づくり

（１）	総論
　漁船の高船齢化による生産性等の低下
や、メンテナンス経費の増大に加え、居住
環境等が問題となっており、高性能化・大
型化による居住環境の改善や安全性の向上
等が必要となっています。造船事業者の供
給能力が限られている現状も踏まえ、今後、
高船齢船の代船を計画的に進めていくた
め、漁業者団体による代船のための長期的
な計画の策定・実施を支援します。
　職場環境の改善の一つとして、高速イン
ターネットや大容量データ通信等が利用可
能となる等、船舶の居住環境の改善に資す
る高速通信の整備について、関係府省庁で
取りまとめた報告書に従って、関係府省庁
が連携して情報交換を行い、高速通信の効
率的な普及に向けた検討を行います。

（２）	沿岸漁業
　沿岸漁業については、浜プランによる所
得向上の取組に加え、市場統合や生産体制
の効率化・省コスト化、流通・販売の合理
化を進めるため、複数の漁村地域が連携し
広域的に浜の機能再編や水産関係施設の再
編整備、中核的担い手の育成に取り組むた
めの広域浜プランの策定・取組を支援しま
す。
　また、沿岸漁業の有する多面的機能や集
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落維持機能を踏まえ、離島漁業再生支援交
付金や水産多面的機能発揮対策交付金等に
よる支援を実施するとともに、漁村地域が
有する豊富な観光資源、地域産品、郷土料
理等の活用や、漁観連携、地域ブランド、
マーケットインによる販路拡大、インバウ
ンドの受入れ環境の整備及び交流活動の活
発化等といった取組を推進します。
　さらに、「水産政策の改革」により、持
続的な漁業の実現のため、新たな資源管理
が導入されることを踏まえ、収益性の向上
と適切な資源管理を両立させる浜の構造改
革に取り組む漁業者に対し、その取組に必
要な漁船・漁具等のリース方式による導入
を支援します。

（３）	沖合漁業
　沖合漁業については、合理的・効率的な
操業体制への移行等、漁船漁業の構造改革
を引き続き推進するとともに、資源変動に
対応した操業・水揚げ体制及び漁業許可制
度を検討します。

（４）	遠洋漁業
　遠洋漁業については、資源及び漁場を確
保するため、国際機関における資源管理に
おいて引き続きリーダーシップを発揮し、
公海域における資源の持続的利用の確保を
図るとともに、海外漁業協力等の推進や入
漁国の制度等を踏まえた多様な方式での入
漁等を通じ海外漁場での安定的な操業の確
保を推進します。
　また、新たな操業・生産体制の導入、収
益向上、コスト削減及びVD（隻日数）の
有効活用により、競争力強化を目指した漁
船漁業の構造改革を推進します。
　さらに、乗組員の安定的な確保・育成に
向けて、漁業団体、労働組織等の間での協
議を推進します。

（５）	養殖業

ア	 養殖業発展のための環境整備
　国内外の需要を見据えて戦略的養殖品目
を設定するとともに、生産から販売・輸出
に至る総合戦略を立てた上で、養殖業の振
興に本格的に取り組みます。

イ	 漁場環境や天然資源への負担の少ない
養殖

　養殖業者が、「持続的養殖生産確保法」（平
成11（1999）年法律第51号）第４条第１項
の規定に基づき漁協等が策定する漁場改善
計画において設定された適正養殖可能数量
を遵守して養殖を行う場合には、漁業収入
安定対策の対象とすることにより、漁業者
の収入の安定等を図り、適正養殖可能数量
の設定及び遵守を促進し、漁場環境への負
担の軽減を図ります。
　また、天然資源の保存に配慮した安定的
な養殖生産を実現するため、主に天然種苗
を利用しているブリ、クロマグロ等につい
て人工種苗の生産技術の開発や人工種苗へ
の転換を促進します。

ウ	 安定的かつ収益性の高い経営の推進
　養殖経営の安定を図るべく、引き続き、
配合飼料の価格高騰対策や生餌の安定供給
対策を適切に実施するとともに、魚の成長
とコストの兼ね合いがとれた配合飼料の低
魚粉化及び配合飼料原料の多様化を推進し
ます。
　さらに、国内向けには水産物の需要の拡
大を図るとともに、需要に見合った生産を
行い、積極的な輸出拡大を目指す取組を更
に進めつつ、消費者ニーズに合致した質の
高い生産物の供給や６次産業化による養殖
業の成長産業化を推進します。
　また、消費者ニーズの高い養殖魚種の生
産、養殖生産の多様化、優れた耐病性や高
成長などの望ましい形質を持った人工種苗
の導入など、養殖生産効率の底上げを図り、
収益性を重視した養殖生産体制の導入を図
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ります。

エ	 安全・安心な養殖生産物の安定供給及
び疾病対策の推進

①　水産用医薬品の適正使用の確保を図
り、養殖衛生管理技術者の養成等を行う
とともに、養殖水産物の安全性向上のた
めの生産工程管理の取組の推進を支援し
ます。

②　生産段階での水産物の安全性の向上を
図るため、貝毒やノロウイルスの監視体
制の実施に対する指導・支援を行うとと
もに、貝毒のリスク管理に関する研究を
行います。

　　また、有害化学物質等の汚染状況を把
握するため、ダイオキシン類、ノロウイ
ルスについて含有実態調査を実施しま
す。

オ	 真珠養殖及び関連産業の振興
　「真珠の振興に関する法律」（平成28

（2016）年法律第74号）に基づき、幅広い
関係業界や研究機関による連携の下、宝飾
品のニーズを踏まえた養殖生産、養殖関係
技術者の養成及び研究開発等を推進しま
す。

（６）	内水面漁業・養殖業
　内水面漁業施策の推進に当たっては、内
水面資源の維持増大を図ること、漁場環境
の保全・管理のための活動の核として内水
面漁協が持続的に活動できるようにするこ
と及び遊漁や川辺での自然との触れ合いが
促進され水産物の販売や農業・観光業との
連携による地域振興が進展することを旨と
して、関係府省庁、地方公共団体及び内水
面漁協等が連携し、必要な施策を総合的に
推進することとし、「内水面漁業の振興に
関する法律」（平成26（2014）年法律第103
号）第９条第１項に定める内水面漁業の振
興に関する基本的な方針に基づき、次に掲

げる施策を推進します。
①	　近年特に被害が広域化・深刻化してい

るカワウについて、「カワウ被害対策強
化の考え方」（平成26（2014）年４月23
日環境省・農林水産省公表）に掲げる被
害を与えるカワウの個体数を令和５

（2023）年度までに半減させる目標の早
期達成に向けた取組を推進します。

②	　外来魚について、効率的な防除手法の
技術開発を進めるとともに、電気ショッ
カーボート等による防除対策を推進しま
す。

③	　冷水病等の伝染性疾病の予防及びまん
延防止のため、内水面水産資源に係る伝
染性疾病に対する迅速な診断法及び予
防・治療技術の開発及び普及を推進しま
す。

④	　内水面水産資源の増殖技術の研究開発
を推進するとともに、得られた成果の普
及を図ります。

⑤	　浜プラン等の策定及びそれらに基づく
内水面水産資源の種苗生産施設等の整備
を推進します。

⑥	　水産動植物の生態に配慮した石倉増殖
礁の設置や魚道の設置・改良、水田と河
川との連続性に配慮した農業水路等の整
備、さらにそれらの適切な維持管理を推
進するとともに、河川が本来有している
生物の生息・生育・繁殖環境等を創出す
ることを全ての川づくりの基本として河
川管理を行います。

　　また、これらの実施に当たっては、各
施策の効果を高められるよう関係者間の
情報共有や活動の連携を図ります。

⑦	　内水面漁業者が行う内水面漁業の意義
に関する広報活動、放流体験等の川辺に
おける自然体験活動及び漁業体験施設等
の整備を推進します。

⑧	  「内水面漁業の振興に関する法律」第
35条第１項の規定に基づいて設置された
協議会において、漁場環境の再生等の内
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水面漁業の振興に向けた効果的な協議が
円滑に行われるよう、関係者間の調整等
を行い、それを踏まえた必要な措置を講
じます。

⑨	　内水面漁業の有する多面的機能が将来
にわたって適切かつ十分に発揮されるよ
う、内水面漁業者と地域住民等が連携し
て行う内水面に係る生態系の維持・保全
のための活動等の取組を支援します。

⑩	　ウナギの持続的利用を確保していくた
め、国際的な資源管理の取組については、
我が国が主導的な役割を果たし、中国、
韓国及び台湾との４か国・地域での養殖
用種苗の池入れ量制限をはじめとする資
源管理を一層推進するとともに、官民一
体となって資源管理に取り組みます。

　　また、国内においては、河川や海域に
おけるウナギの生息状況や生態等の調
査、効果的な増殖手法の開発に取り組む
とともに、シラスウナギ採捕、ウナギ漁
業及びウナギ養殖業に係る資源管理を一
体として推進します。

　　さらに、養殖用種苗の全てを天然採捕
に依存していることから、種苗の大量生
産の早期実用化に向けた研究開発を推進
します。

⑪	　国際商材として輸出拡大が期待される
ニシキゴイについて、「農林水産業の輸
出力強化戦略」（平成28（2016）年５月
農林水産業・地域の活力創造本部決定）
に基づき、輸出促進を図ります。

（７）	栽培漁業及びサケ・マスふ化放流事業
ア	 種苗放流による資源造成の推進
　漁獲管理や漁場整備と一体となった種苗
放流を推進するとともに、種苗放流の効果
を高めるため、遺伝的多様性に配慮しつつ、
成長した放流種苗を全て漁獲するのではな
く、親魚を取り残し、その親魚が卵を産む
ことにより再生産を確保する「資源造成型
栽培漁業」の取組を推進します。

　また、広域種について、海域栽培漁業推
進協議会が策定した「栽培漁業広域プラ
ン」を勘案し、関係都道府県が行う種苗放
流効果の実証等の取組を推進するととも
に、資源回復に向けて、資源管理に取り組
む漁業者からのニーズの高い新たな対象種
の種苗生産・技術の開発を推進します。
　さらに、地球温暖化等により沿岸域の環
境が変化する中で、栽培漁業を環境変化に
適応させながら実施していくため、種苗生
産及び放流等の増殖手法の改良を支援しま
す。
　二枚貝資源の増加に向けた緊急的な対策
として、人工種苗生産の技術が確立してお
らず、天然採苗も難しいタイラギ等の二枚
貝類の人工種苗生産技術の開発を行うとと
もに、垂下式養殖の技術等を用いた増殖手
法の実証化の取組を支援します。

イ	 対象種の重点化等による効率的かつ効
果的な栽培漁業の推進

　種苗放流等については、資源管理の一環
として実施するものであることを踏まえ、
資源造成効果を検証した上で、資源造成の
目的を達成したものや、効果が認められな
いものについては、資源管理等に重点を移
し、資源造成効果の高い手法や魚種に重点
化する取組を推進します。

ウ	 サケの漁獲量の安定化
　近年放流魚の回帰率低下によりサケ漁獲
量が減少していることから、ふ化場の種苗
生産能力に応じた適正な放流体制への転換
を図る取組等を支援するとともに、放流後
の河川や沿岸での減耗を回避するための技
術開発や、健康性の高い種苗を育成する手
法の開発等に取り組みます。
　また、高品質なサケ親魚の放流場所の調
査等の取組を推進します。

（８）	漁業と親水性レクリエーションとの調和
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ア	 遊漁者の資源管理に対する取組の促進
　漁業者が取り組む資源管理計画等につい
て、都道府県と協力して遊漁者への啓発を
実施するとともに、各地の資源管理の実態
を踏まえ、必要に応じて海面利用協議会等
の場を活用した漁業と遊漁が協調したルー
ルづくりを推進します。

イ	 漁業と親水性レクリエーションとの調
和がとれた海面利用の促進等

　各地の資源管理の実態を踏まえ、必要に
応じて海面利用協議会等の協議の場を活用
し、漁業と親水性レクリエーションが協調
したルールづくりに向け、都道府県による
漁業と遊漁を含む親水性レクリエーション
との円滑な調整に向けた関係者への働きか
けを推進します。
　また、遊漁者等に対し、水産資源の適切
な管理や漁場環境の保全への理解向上のた
め、水産庁webページ、講演会、イベント
及び釣り関連メディア等を活用した普及・
啓発を実施します。
　さらに、都道府県や関係業界等と協力し
て、未成魚の再放流や漁場の清掃等の遊漁
者等が参画しやすい取組の推進、安全講習
会や現地指導を通じた遊漁船、遊漁船利用
者等による安全対策を推進するとともに、
漁船とプレジャーボート等の秩序ある漁港
の利用を図るため、周辺水域の管理者との
連携により、プレジャーボート等の収容施
設の整備を推進します。
　加えて、「内水面漁業の振興に関する法
律」に基づく協議会において、内水面水産
資源の回復や親水性レクリエーションとの
水面利用に関するトラブル防止等について
協議が円滑に行われるよう、関係者との調
整に取り組みます。

３	 漁協系統組織の役割発揮・
	 再編整備等
　漁協系統組織の役割発揮・再編整備等に

向け、広域合併等を目指す漁協に対し、事
業計画の策定等を支援します。
　また、水産業協同組合法の改正により公
認会計士監査が導入されることに伴う漁協
等の取組等を支援します。
　併せて、これらの実行に必要な運転資金
に対し利子助成等を行います。
　引き続き、経営改善に取り組んでいる漁
協に対し、借換資金に対する利子助成等を
行います。

４	 融資・信用保証、漁業保険制度
等の経営支援の的確な実施

　漁業者が融資制度を利用しやすくすると
ともに、意欲ある漁業者の多様な経営発展
を金融面から支援するため、利子助成等の
資金借入れの際の負担軽減や、実質無担
保・無保証人による融資に対する信用保証
を推進します。
　また、自然環境に左右されやすい漁業の
再生産を確保し、漁業経営の安定を図るた
め、漁業者ニーズへの対応や国による再保
険の適切な運用等を通じて、漁船保険制度
及び漁業共済制度の安定的な運営を確保し
ます。

Ⅳ	 漁業・漁村の活性化を支える
取組

１	 漁港・漁場・漁村の総合的整備
（１）	水産業の競争力強化と輸出促進に向け

た漁港等の機能向上
　我が国水産業の競争力強化と輸出の促進
を図るため、広域浜プランとの連携の下、
荷さばき所等の再編・集約を進め、地域全
体において漁港機能の強化を図るととも
に、水産物の流通拠点となる漁港において、
高度な衛生管理に対応した岸壁、荷さばき
所、冷凍及び冷蔵施設等の一体的整備や大
型漁船等に対応した岸壁の整備等により、
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市場・流通機能の強化を図ります。
　さらに、地域の中核的な生産活動等が行
われる地域においては、養殖等による生産
機能の強化を図ります。
　また、国内への安定的な水産物の供給と
ともに、輸出先国・地域のニーズに対応し
た生産・流通体制の整備を推進します。

（２）	豊かな生態系の創造と海域の生産力向
上に向けた漁場整備

　漁場環境の変化への対応や水産生物の生
活史に配慮した広域的な水産環境整備の実
施により、豊かな生態系の創造による海域
全体の生産力の底上げを推進します。
　特に沿岸環境の改善に当たっては、広域
的な藻場・干潟の衰退や貧酸素水塊等の底
質・水質悪化の要因を把握し、ハード対策
とソフト対策を組み合わせた回復対策を推
進するとともに、海水温上昇等に対応した
漁場整備を推進します。
　また、沖合域においては、漁場整備によ
る効果を把握しつつ、新たな知見や技術を
いかし、資源管理と併せて効率的な整備を
推進します。

（３）	大規模自然災害に備えた対応力強化
　南海トラフ地震等の切迫する大規模な地
震・津波などの大規模自然災害に備え、主
要な漁港施設の耐震・耐津波対策の強化や
避難地・避難路等の整備を行うとともに、
災害発生後の水産業の早期回復を図るため
の事業継続計画の策定等ハード対策とソフ
ト対策を組み合わせた対策を推進します。
　また、今後、激甚化が懸念される台風・
低気圧災害等に対する防災・減災対策や火
災、土砂崩れ等の災害対策に取り組み、災
害に強い漁業地域づくりを推進します。
　さらに、平成30（2018）年台風21号や平
成30（2018）年北海道胆振東部地震をはじ
めとした自然災害を踏まえ、流通や防災上
特に重要な漁港を対象に緊急点検を行った

結果判明した主要施設の倒壊や電源の喪失
に重大なリスクを有する漁港について、防
波堤等の強化や主要電源の浸水対策、非常
用電源の設置等の緊急対策を推進します。
漁港海岸についても同様に緊急点検結果を
踏まえ、早期に対策の効果が上げられる緊
急性の高い箇所において高潮対策等を推進
します。

（４）	漁港ストックの最大限の活用と漁村の
にぎわいの創出

　将来を見据えた漁村の活性化を目指し、
浜プランの取組を推進するほか、定住・交
流の促進に資する漁村環境整備を推進しま
す。漁業者の減少や高齢化、漁船の減少に
対応するため、漁港機能の再編・集約化を
図ることにより、漁港水域の増養殖場とし
ての活用等、漁港施設の有効活用・多機能
化を推進します。
　また、漁港ストックを活用した水産業の
６次産業化や海洋性レクリエーションの振
興のほか、再生可能エネルギーの活用によ
る漁港のエコ化を推進します。
　女性・高齢者を含む漁業就業者をはじめ
とする漁村の人々にとって、住みやすく働
きやすい漁村づくりを推進するため、漁村
の環境改善対策を推進します。
　さらに、漁港施設等の長寿命化対策を推
進し、漁港機能の維持・保全を計画的に実
施するため、機能保全計画に基づき、ライ
フサイクルコストの縮減を図りつつ、戦略
的に施設の維持管理・更新を推進します。

２	 多面的機能の発揮の促進
　自然環境の保全、国境監視、海難救助に
よる国民の生命・財産の保全、保健休養・
交流・教育の場の提供などの、水産業・漁
村の持つ水産物の供給以外の多面的な機能
が将来にわたって発揮されるよう、国民の
理解の増進及びその効率的・効果的な取組
を促進します。
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　特に国境監視の機能については、全国に
存在する漁村と漁業者による巨大な海の監
視ネットワークが形成されていることか
ら、国民の理解を得つつ、漁業者と国や地
方公共団体の取締部局との協力体制の構築
等その機能を高めるための取組を進めま
す。

３	 水産業における調査・研究・技
術開発の戦略的推進

ア	 資源管理・資源評価の高度化に資する
研究開発

①	　観測機器や解析モデルの改良による海
洋環境の現況把握と将来予測精度の向上
を図り、海況予測等の海洋環境把握精度
の向上を図るとともに、分布、回遊、再
生産等が変化している重要資源に関して
は、その生態特性と環境変化との関係に
ついて調査研究を進め、その変動メカニ
ズムの解明と、漁況予測等の精度向上を
進めます。

　　新たな解析手法の導入等により資源評
価の精度向上を進めるとともに、生態学
的特性にも配慮した資源管理手法の高度
化を進めます。

②	　水産資源の調査・研究及び水産業に関
する新技術開発等の基盤となる水産物に
含まれる放射性物質の濃度調査を含めた
海洋モニタリング調査及び水産動植物の
遺伝資源の収集管理を推進します。

イ	 漁業・養殖業の競争力強化に資する研
究開発

①	　ICTなどの新技術を活用して漁業から
の情報に基づく３日先までの沿岸の漁場
形成予測技術の開発や操業しながら観測
できる簡易観測機器等を開発し、経験や
勘に頼る漁業からデータに基づく効率
的・先進的なスマート水産業への転換を
進めます。

②	　水産物の安定供給や増養殖の高度化に

資するため、産学官連携を図りつつ、ウ
ナギ、クロマグロ等の人工種苗生産技術
の開発を推進します。

　　ウナギについては、商業ベースでの種
苗の大量生産に向けた実証試験を行いま
す。

　　また、気候変動の影響に適応した高水
温耐性等を有する養殖品種の開発等に取
り組みます。

ウ	 漁場環境の保全・修復、インフラ施設
の防災化・長寿命化等に資する研究開
発

　藻場の消失の原因究明と修復につながる
基礎的知見の増大を図るとともに、干潟の
生態系を劣化させる要因を特定し、効果的
に生産力を向上させる技術の開発を推進し
ます。
　また、地震・津波等の災害発生後の漁業
の継続や早期回復を図るための防災・減災
技術の開発を推進するとともに、漁港施設
などの既存ストックを最大限に活用するた
めの維持保全技術、ICTの活用による漁港
施設や漁場の高度な管理技術の開発を推進
します。

エ	 水産物の安全確保及び加工・流通の効
率化に資する研究開発

　鮮度を維持しつつ簡便・迅速に長距離輸
送する技術や、高品質のまま流通させる新
規の鮮度保持技術、品質評価技術を開発す
るとともに、鮮度を保持しながら魚肉の褐
変を抑制する酸素充填解凍技術を開発しま
す。
　加工や流通、消費の段階で魚介類の価値
を決定する重要な品質（脂肪含有量及び鮮
度）を非破壊分析し、品質の高い水産物を
選別する技術を開発します。
　水産物の安全・安心に資するため、原
料・原産地判別技術の高度化を推進すると
ともに、低・未利用水産資源の有効利用、
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水産加工の省力化、輸出の促進等のための
技術を開発します。
　また、水中に浮遊するマイクロプラスチ
ックを摂食した魚介類の生態的情報の調査
を行います。

４	 漁船漁業の安全対策の強化
（１）	漁船事故の防止
ア	 AIS（船舶自動識別装置）の普及
　関係府省庁と連携してAISの普及促進の
ための周知啓発活動、低利融資制度の活用
による利用の促進を図ります。

イ	 安全対策技術の実証
　漁船事故については、小型漁船の事故要
因として最も多い衝突、転覆事故への対策
が重要であり、小型漁船の安全対策技術の
実証試験等を支援し、事故防止に向けて技
術面からの支援を図ります。

ウ　気象情報等の入手
①	　海難情報を早期に把握するため、遭難

警報等を24時間体制で聴取するととも
に、24時間の当直体制等をとって海難の
発生に備えます。

②	　気象庁船舶気象無線通報等により、海
洋気象情報をはじめとする各種気象情報
を提供します。

　　また、海の安全情報（沿岸域情報提供
システム）を運用し、全国各地の灯台等
で観測した局地的な気象・海象の現況、
海上工事の状況、海上模様が把握できる
ライブカメラの映像等、海の安全に関す
る情報をインターネットやメール配信に
より提供します。

③	　航海用海図をはじめとする水路図誌の
刊行及び最新維持に必要な水路通報の発
行のほか、航海用電子海図の利便性及び
信頼性の向上に取り組むとともに電子水
路通報を発行します。

　　航海の安全確保のために緊急に周知が

必要な情報を航行警報として、無線放送
やインターネット等により提供するとと
もに、水路通報・航行警報については、
有効な情報を地図上に表示したビジュア
ル情報をインターネットで提供します。

　　さらに、漁業無線を活用し、津波、自
衛隊等が行う射撃訓練、人工衛星の打上
げ等の情報を漁業者等へ提供します。

（２）	労働災害の減少
ア	 安全推進員の養成
　漁船での災害発生率の高さを受け、漁船
の労働環境の改善や海難の未然防止等につ
いて知識を有する安全推進員等を養成し、
漁業労働の安全性を向上させるとともに、
遊漁船業者等への安全講習会の実施及び安
全指導の実施等の取組を支援します。

イ	 ライフジャケットの着用促進
　平成30（2018）年２月から、小型船舶に
おけるライフジャケットの着用義務範囲が
拡大され、原則、船室の外にいる全ての乗
船者にライフジャケットの着用が義務付け
られたこと、更に、船舶からの海中転落者
のうち、漁船からの転落者は約５割を占め、
そのうちの約６割の海中転落者が死亡又は
行方不明となっているにもかかわらず、漁
業者の海中転落時におけるライフジャケッ
トの着用率は約４割となっており、いまだ
高いとは言い難い状況にあることから、引
き続きライフジャケットの着用率向上を目
指し、周知徹底を図ります。

５	 渚
なぎさ

泊
はく

の推進による漁村への来
訪者増加

　海辺や漁村は、都市住民等にとって非日
常的な景観や体験を享受することができる
憩いの場となっているほか、新鮮な水産物
を食べることができる等、豊富な観光資源
を有しており、訪日外国人を含む旅行者の
漁村への訪問増加を図るため、旅行者受入
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れビジネスとして実施できるような体制や
漁村での滞在に必要な宿泊施設、漁業体験
施設、水産物の提供施設等の整備を推進し
ます。

Ⅴ	 東日本大震災からの復興

１	 着実な復旧・復興
（１）	漁港
　被災した漁港や海岸を早期に復旧すると
ともに、必要な機能を早期に確保するため、
被災した拠点漁港等の流通・防災機能の強
化、かさ上げ等の地盤沈下対策等を推進し
ます。

（２）	漁場・資源
　本格的な漁業の復興に向けて、専門業者
が行うがれきの撤去や漁業者が操業中に回
収したがれきの処理への支援を行うととも
に、引き続き、魚礁、藻場・干潟等の整備
を推進します。

（３）	漁船
　漁船・船団等の再建に当たっては、適切
な資源管理と漁業経営の中長期的な安定の
実現を図る観点から、震災前以上の収益性
の確保を目指し、省エネルギー化及び事業
コストの削減に資する漁船の導入等による
収益性の高い操業体制への転換を図るため
に必要な経費を支援するとともに、共同利
用漁船等の復旧について支援します。
　また、迅速かつ効率的な漁業の再建を実
現すべく、省エネルギー性能に優れた漁業
用機器の導入について支援します。

（４）	養殖・栽培漁業
　養殖業の復興に当たり、被災地域が我が
国の養殖生産の主要な拠点であることを踏
まえ、他地域のモデルとなる養殖生産地域

の構築を推進します。
　また、被災した養殖施設の整備、被災海
域における放流種苗の確保、震災によるサ
ケの来遊数減少に対応した採卵用サケ親魚
の確保等について支援します。

（５）	水産加工・水産流通
①	　被災した漁港の機能の回復を図るため

の施設等の整備について支援するととも
に、荷さばき施設等の共同利用施設につ
いて、規模の適正化や高度化等を図るた
めの支援を行います。

②	　水産物の生産・流通拠点となる漁港の
産地市場について、品質・衛生管理の向
上等による流通機能の強化・高度化を推
進します。

③	　水産加工業の復興に向け、販路回復の
ための個別指導、セミナー及び商談会の
開催や、原料転換や省力化、販路回復に
必要な加工機器の整備等を支援します。

（６）	漁業経営
①	　被災地域における次世代の担い手の定

着・確保を推進するため、漁ろう技術の
向上のための研修等漁業への新規就業に
対する支援を行います。

②	　共同利用漁船・共同利用施設の新規導
入を契機とする協業化や加工・流通業と
の連携等を促進します。また、省エネル
ギー化、事業コストの削減、協業化等の
取組の実証成果を踏まえて漁船・船団の
合理化を促進します。

③	　被災した漁業者、水産加工業者、漁協
等を対象とした災害復旧・復興関係資金
について、実質無利子化、実質無担保・
無保証人化等に必要な経費について助成
します。

（７）	漁業協同組合
　漁協系統組織が、引き続き地域の漁業を
支える役割を果たせるよう、被害を受けた
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漁協等を対象として、経営再建のために借
り入れる資金について負担軽減のための利
子助成を継続します。

（８）	漁村
　地方公共団体による土地利用の方針等を
踏まえ、災害に強い漁村づくりを推進しま
す。具体的には、海岸保全施設や避難施設
の整備、漁港や漁村における地震や津波に
よる災害の未然防止及びその被害の拡大防
止並びに被災時の応急対策を図る際に必要
となる施設整備の推進や、東日本大震災を
踏まえて平成24（2012）年４月に改訂を行
った「災害に強い漁業地域づくりガイドラ
イン」等の普及・啓発を図り、漁村の様態
や復興状況に応じた最善の防災力の確保を
促進します。

２	 原発事故の影響の克服
ア	 安全な水産物の供給と操業再開に向け

た支援
①	　安全な水産物を供給していくため、関

係府省庁、関係都道県及び関係団体と連
携して、東京電力福島第一原子力発電所

（以下「東電福島第一原発」という。）周
辺海域において水揚げされた水産物の放
射性物質濃度調査を引き続き実施すると
ともに、現在操業が自粛されている海域
においても、水産物について放射性物質
濃度の測定調査を集中的に実施します。

　　また、水産物への放射性物質の移行過
程等生態系における挙動を明らかにする
ための科学的な調査等を実施します。

②	　放射性物質濃度調査結果等に基づき、
関係府省庁、関係都道県や関係団体と十
分に検討を行い、必要に応じて操業の自
粛や出荷制限の設定・解除の調整を行い
ます。

③	　操業が再開される際には、漁業者や養
殖業者の経営の合理化や再建を支援する
とともに、専門業者が行うがれきの撤去、

漁業者が操業中に回収したがれきの処理
への支援を行います。

イ	 風評被害の払拭
①　国内外で生じている水産物の安全性に

係る風評被害の払拭が水産業復興に当た
っての重要な課題であることから、水産
物の放射性物質に関する調査結果及び
Q&Aについては、引き続き水産庁web
サイト等に掲載することにより、正確か
つ迅速な情報提供に努めます。

　　また、被災地産水産物の安全性をPR
するためのセミナー等の開催を支援しま
す。

②　東電福島第一原発事故により漁業者等
が受けた被害については、東京電力ホー
ルディングス株式会社から適切かつ速や
かな賠償が行われるよう、引き続き関係
府省庁、関係都道府県、関係団体、東京
電力ホールディングス株式会社等との連
絡を密にし、必要な情報提供や働きかけ
を実施します。

ウ	 原発事故による諸外国・地域の輸入規
制の撤廃・緩和

　日本産農林水産物・食品に対する輸入規
制を実施している諸外国・地域に対して、
輸入規制の撤廃・緩和に向けた働きかけを
継続して実施するとともに、相手国・地域
が求める産地証明書等を円滑に発行しま
す。

Ⅵ	 水産に関する施策を総合的
	 かつ計画的に推進するために
必要な事項

１	 関係府省庁等連携による施策の
効率的な推進

　水産業は、漁業のほか、多様な分野の関
連産業により成り立っていることから、関
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令和元年度に講じようとする施策

係府省庁等が連携を密にして計画的に施策
を実施するとともに、各分野の施策の相乗
効果が発揮されるよう施策間の連携の強化
を図ります。
　平成30（2018）年の第197回国会にて可
決された「海洋再生可能エネルギー発電設
備の整備に係る海域の利用の促進に関する
法律」（平成30（2018）年法律第89号）の
施行に伴い、漁業と調和のとれた海洋再生
可能エネルギー発電施設の整備が促進され
るよう、各区域ごとに組織される協議会の
場等を通じて、関係府省庁等との連携を図
ります。

２	 施策の進捗管理と評価
　効果的かつ効率的な行政の推進及び行政
の説明責任の徹底を図る観点から、施策の
実施に当たっては、政策評価も活用しつつ、
毎年進捗管理を行うとともに、効果等の検
証を実施し、その結果を公表します。さら
に、これを踏まえて施策内容を見直すとと
もに、政策評価に関する情報の公開を進め
ます。

３	 消費者・国民のニーズを踏まえ
た公益的な観点からの施策の展
開

　水産業・漁村に対する消費者・国民のニ
ーズを的確に捉えた上で、消費者・国民の
視点を踏まえた公益的な観点から施策を展
開します。
　また、施策の決定・実行過程の透明性を
高める観点から、インターネット等を通じ、
国民のニーズに即した情報公開を推進する
とともに、施策内容等に関する分かりやす
い広報活動の充実を図ります。

４	 政策ニーズに対応した統計の作
成と利用の推進

　我が国漁業の生産構造、就業構造等を明
らかにするとともに、水産物流通等の漁業

を取り巻く実態と変化を把握し、水産施策
の企画・立案・推進に必要な基礎資料を作
成するための調査を着実に実施します。
　具体的には、平成30（2018）年度に実施
した2018年漁業センサスの結果を公表する
とともに、漁業・漁村の６次産業化に向け
た取組状況を的確に把握するための調査等
を実施します。
　また、市場化テスト（包括的民間委託）
を導入した統計調査を引き続き実施しま
す。

５	 事業者や産地の主体性と創意工
夫の発揮の促進

　官と民、国と地方の役割分担の明確化と
適切な連携の確保を図りつつ、漁業者等の
事業者及び産地の主体性・創意工夫の発揮
を促進します。具体的には、事業者や産地
の主体的な取組を重点的に支援するととも
に、規制の必要性・合理性について検証し、
不断の見直しを行います。

６	 財政措置の効率的かつ重点的な
運用

　厳しい財政事情の下で予算を最大限有効
に活用するため、財政措置の効率的かつ重
点的な運用を推進します。
　また、施策の実施状況や水産業を取り巻
く状況の変化に照らし、施策内容を機動的
に見直し、翌年度以降の施策の改善に反映
させていきます。


